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今年度取り扱う課題

【課題１ 情報の集約状況に関する採点基準の見直し】

• 基礎点部分の「情報の集約状況」採点基準は、指針1.及び指針2.のうち事業
者が提供している情報を対象に、それら全てが集約されている場合のみ採点
しており、一部情報のみを集約している事業者はその集約取組を本制度にて
評価されていない。

• また、加点部分の「情報の集約状況」に関して、各項目ごとに情報の集約を
確認する設問が配置されているものの、割引キャンペーン等、本制度に直接
関係のない情報との集約を報告している事業者も存在している。

• これを踏まえ、本制度における「情報の集約状況」に関する採点基準の見直
しを行う。

【課題２ 基礎点に関する取組の実施率改善】

• 中小企業の基礎項目実施率が低い傾向がある。基礎項目の一部は第三者が提供す
る情報サイトを紹介することも採点対象となるため、実施率向上を目的として、基礎項
目に該当する「指針1.(3) 機器の使用方法の工夫による削減量及び削減額」及び
「指針1.(4) 省エネ設備の性能と助成制度」を取り扱う情報サイトの整理を行う。



１．１

情報の集約状況に関する採点基準の見直し
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ガイドライン上における集約性の取扱い

• 「一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関
する指針（以下、指針）」の第３項は、全てのエネルギー供給事業者に、可
能な範囲内で指針第１項及び第２項に掲げる情報を同時に閲覧できるよう集
約した上で一般消費者へ提供するよう努めることを規定している。

• これを受け「エネルギー小売事業者の省エネガイドライン（以下、ガイドラ
イン）」では、下記のとおり集約化に関する定義が示されている。

（出典）「エネルギー小売事業者の省エネガイドライン」より



パターン１ パターン２ パターン３ パターン４

指針1.(1)
毎月の消費量の前年同月値

提供：している
集約：している

提供：している
集約：している

提供：している
集約：している

提供：している
集約：している

指針1.(2)
過去一年間の月別消費量及び
料金

提供：している
集約：している

提供：している
集約：している

提供：している
集約：している

提供：している
集約：している

指針1.(3)
機器の使用方法の工夫による
削減量及び削減額

提供：している
集約：している

提供：していない
集約：していない

提供：している
集約：していない

提供：している
集約：していない

指針1.(4)
省エネ設備の性能と助成制度

提供：している
集約：している

提供：していない
集約：していない

提供：している
集約：していない

提供：していない
集約：していない

指針2.
類似世帯比較

提供：している
集約：している

提供：していない
集約：していない

提供：している
集約：していない

提供：していない
集約：していない

指針3.
集約性

提供している情報
全てを集約している

提供している情報
全てを集約している

提供している情報の
一部を集約している

提供している情報の
一部を集約している

提供得点（75点満点） 75点 30点 75点 45点

集約性得点（15点満点） 15点 15点 0点 0点

基礎項目合計点（90点満点） 90点 45点 75点 45点

（１）基礎点に係る「情報の集約状況」の採点基準の課題

• 一方、同ガイドラインにおいて省エネコミュニケーション・ランキング制度
における集約性の採点基準が明確に示されていない。

• そのため、下表のように集約状況に差異はないものの、集約性で得られる配
点に差が生じている。

パターン２～４：指針1.(1)､(2)を提供・集約しているが配点が異なる。
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27%

2%

14%

57%

都市ガス小売事業者（N=85）

基礎項目すべて提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目の一部を提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目すべて提供し、その一部を集約している事業者

その他

20%

7%

27%

46%

LPガス小売事業者（N=15）

基礎項目すべて提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目の一部を提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目すべて提供し、その一部を集約している事業者

その他

33%

7%

2%

58%

小売電気事業者（N=104）

基礎項目すべて提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目の一部を提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目すべて提供し、その一部を集約している事業者

その他 7

【参考】基礎点における集約性に関する回答状況

• 5つある基礎項目のうち、
①一部の情報を提供し、そのすべてを集約している事業者は、電気で7%、
都市ガスで2%、LPガスで7%
②基礎項目のすべてを提供しているものの、その一部のみ集約している事業
者は、電気で2%、都市ガスで14%、LPガスで27%

• 集約性に関する項目で、①は15点を得るが、②は0点となる。

21%

7%

29%

43%

LPガス小売事業者（N=14）

基礎項目すべて提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目の一部を提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目すべて提供し、その一部を集約している事業者

その他

33%

7%

2%

58%

小売電気事業者（N=104）

基礎項目すべて提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目の一部を提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目すべて提供し、その一部を集約している事業者

その他

27%

2%

14%

57%

都市ガス小売事業者（N=86）

基礎項目すべて提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目の一部を提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目すべて提供し、その一部を集約している事業者

その他

21%

7%

29%

43%

LPガス小売事業者（N=14）

基礎項目すべて提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目の一部を提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目すべて提供し、その一部を集約している事業者

その他

21%

7%

29%

43%

LPガス小売事業者（N=14）

基礎項目すべて提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目の一部を提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目すべて提供し、その一部を集約している事業者

その他

27%

2%

14%

57%

都市ガス小売事業者（N=86）

基礎項目すべて提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目の一部を提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目すべて提供し、その一部を集約している事業者

その他

33%

7%

2%

58%

小売電気事業者（N=104）

基礎項目すべて提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目の一部を提供し、そのすべてを集約している事業者

基礎項目すべて提供し、その一部を集約している事業者

その他

①７％

②2％

②14％

①2％

①7％

②27％

②

①
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（２）加点に係る「情報の集約状況」の採点基準の課題

• 加点部分にあたる追加項目において、各項目ごとに情報の集約状況を確認す
る設問が配置されている。

• 一方、集約すべき具体的な情報例が記載されていないため、少数ではあるが
割引キャンペーン等、本制度の趣旨に合わない情報との集約を報告している
事業者も存在。

項目 記入欄 備考欄

①提供状況 該当する選択肢を選択。

②提供内容
①にて「1. 提供している」を選択した場合、
提供している情報の具体的な内容及び情報提
供の内容が分かるウェブページのURLを記入。

③情報の集約状況 該当する選択肢を選択。

④実施内容
③にて「１．実施している」を選択した場
合、具体的な集約の内容及び内容が分かる
ウェブページのURLを記入。

追加項目2.
供給する電気の
電源構成に関す
る情報
※小売電気事業
者のみ回答する
こと。
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【参考】「情報の集約状況」に関する採点基準

例えば指針1.(1)と指針1.(2)のみ実施している事業
者は、これら2種の情報を集約していれば集約性で加
点される。
一方、指針１．及び指針２．のすべてを実施してい
る事業者が指針２．のみ集約出来ていない場合、集
約性で加点されない。

内容に関する加点においても集約性の評価があるが、
具体的に集約すべき情報の詳細が記載されていない。
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対応方針について

【（１）基礎点】

• 指針１．及び指針２．のうち、集約している情報の個数に応じて配点を設定
する。具体的には集約数が2つの場合は6点、3つの場合は9点、4つの場合
は12点、5つの場合は15点としてはどうか。

【（２）加点】

• 集約対象とする情報は本制度の目的を踏まえ「本制度の趣旨に合う情報に
限定」してはどうか。

また、2024年度以前の基礎点部分の「情報の集約状況」に係る採点基準は、指針1.及
び指針2.のうち事業者が提供している情報の全てが集約されている場合のみ得点できる
ものとなっていた。そのため、情報提供数が多いほど、集約による得点を獲得するのが
難しくなっている。これは情報提供数の拡大に対するディスインセンティブにも繋がり
かねないことから、2025年度以降の運用では情報の集約数に応じて配点する方式を採る
こととした。加えて、加点部分の「情報の集約状況」は、追加項目ごとに情報の集約を
評価することとなっているが、割引キャンペーン等、本制度の趣旨に合わない情報との
集約を報告する事業者も存在していた。そこで、加点部分の「情報の集約状況」に関し
ては本制度の趣旨に合う情報を集約していた場合のみ採点対象とすることとした。

ガイドライン：「4.4 評価基準（採点方法）」における文章挿入案
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【参考】配点表改訂案

（変更前）
集約性：15点
（変更後）
集約性：3点×集約数＝15点



１．２

基礎点に関する取組の実施率改善
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基礎点に関する取組の実施率改善について

• 2024年度コミュニケーション・ランキング制度の結果によると、小売契約
件数30万件以下の事業者の基礎項目実施率が低い傾向があり、今後の継続
的な参加による取組の高度化が期待される。参考に、基礎項目の点数分布
を小売契約件数別に示す。

• 基礎項目の一部は、第三者が提供する情報サイトを紹介することも採点対
象となる。第三者が提供する情報サイトを活用することで、基礎項目の情
報提供に取り組みやすくなることが期待される。

0 5 10 15 20 25

0点

15点

30点

45点

60点

75点

満点（90点）

事業者数（者）

基礎項目点数分布

（小売電気事業者）

30万件超

30万件以下

0 5 10 15

0点

15点

30点

45点

60点

75点

満点（90点）

事業者数（者）

基礎項目点数分布

（都市ガス小売事業者）

30万件超

30万件以下

0 1 2 3 4

0点

15点

30点

45点

60点

75点

満点（90点）

事業者数（者）

基礎項目点数分布

（LPガス小売事業者）

30万件超

30万件以下
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第三者サイトの整理結果

• 第三者が提供する情報サイトを紹介することで採点対象となる内容の基礎
項目は以下の2つである。以下２項目で最大30点（各15点）の獲得が可能。

➢ 指針1.(3) 機器の使用方法の工夫による削減量及び削減額

➢ 指針1.(4) 省エネ設備の性能と助成制度

• なお、2024年度評価結果における指針1.(3)及び指針1.(4)の点数分布は以
下のとおり。第三者サイトを提供することで、15点または30点を獲得する
事業者が増加する見込み。

0 1 2 3 4 5 6

0点

15点

30点

事業者数（者）

指針1.(3)及び1.(4)点数分布

（LPガス小売事業者）

30万件超

30万件以下

0 5 10 15 20 25 30 35

0点

15点

30点

事業者数（者）

指針1.(3)及び1.(4)点数分布

（都市ガス小売事業者）

30万件超

30万件以下

0 10 20 30 40 50

0点

15点

30点

事業者数（者）

指針1.(3)及び1.(4)点数分布

（小売電気事業者）

30万件超

30万件以下



項目 公開元 サイト名 内容

指針1.(3) 電気事業連合会 「節電情報ポータル」 家庭でできる省エネ・節電方法とそれ
による削減量・削減額等を掲載。

指針1.(3) 日本ガス協会 「ガスの節約につながる省エネ方法の
ご紹介」

家庭でできるガス機器の省エネ方法と
それによる削減量等を掲載。

指針1.(3)、
指針1.(4)

全国LPガス協会 「需要開発特設サイト」 省エネ機器の性能や助成制度に関する
情報等を掲載。

指針1.(4) 日本ガス協会 日本ガス協会HP「ガスの利用」ページ エネファーム、エコジョーズの性能や
削減量等を掲載。

指針1.(4) ヒートポンプセンター・
蓄熱センター

ヒートポンプセンター・蓄熱センター
HP「個人のみなさま」ページ

ヒートポンプ・蓄熱製品、エコキュー
トの紹介等を掲載。

指針1.(3)、
指針1.(4)

家電製品協会 「省エネ家電deスマートライフ」 家庭でできる省エネ方法や家電の省エ
ネ性能等を掲載。

指針1.(3)、
指針1.(4)

環境省 デコ活HP「省エネ製品買替ナビゲー
ション」

家庭でできる省エネ方法や省エネ機器
の性能等を掲載。
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第三者サイトの整理結果

• 基礎項目の実施率改善を目的として、指針1.(3)又は指針1.(4)に該当する各
業界団体が提供している情報サイト、及び当該項目への回答として今年度
事業者より報告された第三者が提供する情報サイトを整理した。

【第三者が提供している情報サイト】

https://www.fepc.or.jp/sp/setuden/
https://www.gas.or.jp/energysaving/
https://www.gas.or.jp/energysaving/
https://japanlpg-juyoukaihatsu.com/
https://www.gas.or.jp/gas-life/
https://www.hptcj.or.jp/individual/tabid/58/Default.aspx
https://shouene-kaden2.net/
https://ondankataisaku.env.go.jp/shinkyusan/
https://ondankataisaku.env.go.jp/shinkyusan/
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第三者サイトの整理結果（続き）

【第三者が提供している情報サイト（続き）】

項目 公開元 サイト名 内容

指針1.(3)、
指針1.(4)

資源エネルギー庁 「省エネポータルサイト」 家庭でできる省エネ方法とそれによる削減
量・削減額等を掲載。

指針1.(4) 国交省・経産省・環境省 「住宅省エネ2024キャンペーン」 「子育てエコホーム支援事業」、「先進的
窓リノベ2024事業」、「給湯省エネ2024
事業」の案内等を掲載。

指針1.(4) 資源エネルギー庁 「給湯省エネ2024事業」 高効率給湯器の導入に係る費用を補助する
事業を掲載。

指針1.(4) 資源エネルギー庁 「省エネ性能カタログ電子版」 資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイ
ト」に登録された主な製品のエネルギー消
費効率や代表的な機能等の一覧表を掲載。

指針1.(4) 省エネルギーセンター 省エネルギーセンターHP「省エ
ネ・CNの補助金ほか」ページ

省エネ機器の助成制度のまとめを掲載。

指針1.(4) 各自治体 各自治体HPの省エネ設備の助成制
度に関するページ

省エネ設備の助成制度を掲載。

指針1.(4) メーカー各社 エコキュート、エコジョーズ、エ
ネファーム等のメーカーHP

各省エネ機器の性能を掲載。

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/index.html#general-section
https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp/
https://kyutou-shoene2024.meti.go.jp/
https://seihinjyoho.go.jp/catalog/
https://www.eccj.or.jp/index_subs.html
https://www.eccj.or.jp/index_subs.html
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対応方針について

• 「指針1.(3) 機器の使用方法の工夫による削減量及び削減額」及び「指針
1.(4) 省エネ設備の性能と助成制度」に関する情報を提供している第三者
サイトの一覧を資源エネルギー庁ホームページに参考資料として掲載する
ことで、事業者全体の本取組実施率改善に取組んではどうか。

• なお、参考資料に記載する第三者サイトに関しては、高頻度にリンク先が
変更されることは望ましくないため、比較的安定的かつ長期的に情報を提
供すると考えられる官公庁、業界団体サイトを対象にしてはどうか。
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対応方針について

ページ名

項目

内容 公開元指針

1.(3)

指針

1.(4)

「省エネポータルサイト」 ✓ ✓
家庭でできる省エネ方法とそれによる削減量・削減額
等を掲載。

資源エネルギー庁

「省エネ性能カタログ電子版」 ✓
資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に登録
された主な製品のエネルギー消費効率や代表的な機能
等の一覧表を掲載。

資源エネルギー庁

デコ活HP「省エネ製品買替ナビゲー
ション」

✓ ✓ 家庭でできる省エネ方法や省エネ機器の性能等を掲載。環境省

「節電情報ポータル」 ✓
家庭でできる省エネ・節電方法とそれによる削減量・
削減額等を掲載。

電気事業連合会

「ガスの節約につながる省エネ方法の
ご紹介」

✓
家庭でできるガス機器の省エネ方法とそれによる削減
量等を掲載。

一般社団法人日本ガ
ス協会

「ガスの利用」 ✓ エネファーム、エコジョーズの性能や削減量等を掲載。
一般社団法人日本ガ
ス協会

「需要開発特設サイト」 ✓ ✓ 省エネ機器の性能や助成制度に関する情報等を掲載。
一般社団法人全国LP
ガス協会

「個人のみなさま」 ✓
ヒートポンプ・蓄熱製品、エコキュートの紹介等を掲
載。

一般社団法人ヒート
ポンプ・蓄熱セン
ター

「省エネ家電deスマートライフ」 ✓ ✓ 家庭でできる省エネ方法や家電の省エネ性能等を掲載。
一般社団法人家電製
品協会

「省エネ・CNの補助金ほか」 ✓ 省エネ機器の助成制度のまとめを掲載。
一般財団法人省エネ
ルギーセンター

代表的な第三者サイトの例（2024年12月現在）



２．ベストプラクティス集の更新
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• 新たな省エネ情報提供の取組を検討するインセンティブを与え、また他の事業者へ
の取組の拡大が期待されることから、省エネコミュニケーション・ランキング制度
の様式における回答内容を元に、優れた取り組みをガイドラインにおいてベストプ
ラクティスとして紹介することとしている。

• これまでの評価委員会における議論を踏まえ、選定基準は以下のとおり。

波及性 ：事業者規模が大きく影響せず、多くの事業者が取り組めるものか

先進性 ：今までにない取組であるか（同様の取組を実施している事業者がい

ないか）

省エネ性：取組により、消費者の省エネ行動が誘発されるか（消費者ニーズに

合致しているか、取組の実施による省エネ結果が公表されているか、

等）

• また、具体的な選定プロセスは以下のとおりとした。

◦ 事務局にて上記3つの観点で3段階評価を実施（◎・○・△）。

◦ ◎が1つ以上又は全ての項目が○の取組をベストプラクティスとして選定。

• ベストプラクティスをガイドラインに記載するにあたっては、当該取組を実施する
事業者へ掲載許諾を得るなど、別途調整を行う。

• なお、ベストプラクティスはガイドラインの「別紙」の位置づけで事務局が作成・
公表することとし、内容の更新について、エネルギー小売事業者の省エネガイドラ
イン検討会へ必要に応じ報告を行うこととする。

20

ベストプラクティスの選定の考え方
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2024年度 ベストプラクティスの候補

• 小売電気事業者である東京電力エナジーパートナー（★５（満点）事業者）は、

顧客の状況に合わせて最適なタイミングで情報発信することを可能にするMA

（マーケティングオートメーション）を活用した取組を実施している。そ

の取り組みが特に先進性を有していると評価し、2024年度ベストプラク

ティス候補に選定した。

分類 事業者名 取組内容 波及性 先進性 省エネ性

内
容

東京電力エ
ナジーパー
トナー

マーケティング・オートメーションの活用 △ ◎ △



東京電力エナジーパートナー

◼ 類型：顧客ニーズの集計・反映

◼ 取組内容：顧客の属性や行動情報等に基づき、配信内容や配信・表示タイミングの最適
化を実現できるMA（マーケティングオートメーション）を活用

◼ 選定事由：

多くの顧客を抱える企業において各顧客との接点強化は難しい課題だが、MAを用いるこ
とで顧客の状況に合わせて最適なタイミングで情報を発信することを可能にした。この
ようにMAを顧客との接客強化に使用している他事業者はなく、「先進性」の観点で選定。
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【参考】提供方法に関する創意工夫：ベストプラクティス選定事由

先進性

お客さまの
契約や属
性情報

お客さまの
声や行動
情報

データ収集・
蓄積

分析
セグメンテーション

シナリオ作成 実行・配信

配信データ

メール開封やクリック有無、
訪れたWebページ内容等
に応じてシナリオを分岐。
情報やレコメンドの内容を出し分ける。

welcome
メール

初回ログイン
契約
開始

省エネチャレンジ未
参加者向け
訴求

省エネチャレンジ参
加者向け

省エネ情報提供

＜シナリオ配信の例（MAの実例）＞
●新規契約者に、くらしTEPCO webの案内や当社の
サービスをご紹介

●お客さまの省エネ行動をサポートする「省エネ
チャレンジ」をご紹介

●「省エネチャレンジ」参加者向けに、省エネ情報
（くらしTEPCO webの活用や節電方法）を提供



２．2025年度の運用スケジュール及び

中長期的課題について
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2025年度 2026

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

事務局

ｴﾈﾙｷﾞｰ小売業界
団体・事業者

評価委員会

ガイドライン
検討会
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2025年度 制度運用スケジュール

• 報告様式の提出期限は7 月末とし、各事業者の評価結果は 12 月初旬に資源エネ
ルギー庁のホームページにおいて公表予定。

• また、省エネコミュニケーション・ランキング制度について、以下を検討予定。

✓ 中小事業者や低評価事業者の参加促進に向けた検討

✓ 評価項目及び配点等の見直しの検討（実績評価や新たな評価項目の設定、定量評価等の評価の高度

化等）

報告様式
提出依頼

報告様式の
作成

報告様式
提出

集計・評価作業 評価
FB

評価結果
公表

（指針、
ガイドライン改正）

次年度
運用

次年度以降の取組検討

★
第1回
委員会

次年度の制度運用（評価項目、
配点等）、指針・ガイドラインの
改正について議論

第1回
検討会

★
第2回
検討会

★ ※議論の進捗に
応じて、第3回を
開催する可能性
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